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第５期横浜市ひとり親家庭⾃⽴⽀援計画（令和７年度〜11 年度） 
素案（概要版） 

 
〜 市⺠のみなさまのご意⾒を募集しています 〜 

 

第１章 計画策定の趣旨 

１ 計画の位置づけ 

本計画は、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、 

「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」及び国の 

「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための 

措置に関する基本的な方針」などとの整合性を図り、 

母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12 条に規定する自立 

支援計画として、ひとり親の自立支援に向けた取組に 

対する本市としての基本方針、基本理念や具体的事業・ 

取組を定めるものです。 

  

２ 計画期間 

本計画は、令和７年度から令和11年度までの５か年とします。 

 

第２章 ひとり親家庭の現状と課題 

１ 社会的背景                                      
（１）物価上昇を背景にした困窮状況 

  原材料価格の上昇や円安の影響などによる食費等の物価上昇は、実質賃金の大きな下押しと

なっており、比較的所得が低いひとり親家庭は影響を特に受けやすい状況にあります。 

 

（２）ＤＶや児童虐待、親またはこどもの疾病や障害などの複合的な課題 

  ひとり親家庭は、世帯全体として、ＤＶ、児童虐待、疾病、障害などの複合的な課題を抱えて

いる場合があり、ひとり親家庭を対象とした支援施策を適切に活用することが必要です。 

  

（３）住宅確保に向けた支援 

  ひとり親家庭が仕事と子育てを両立するためには、職場や、こどもの保育園や学校等と近く、

便利な場所に住む必要があるため、生活費を圧迫しない程度の住居費負担となる住宅の確保が

課題です。 

 

（４）共同親権の法制化と養育費確保及び親子交流支援 

養育費の確保、親子交流及び各種支援等について、こどもにとってより望ましい方向にすす

むよう、制度の啓発や相談支援の取組を進めていく必要があります。 

 

（５）国によるひとり親家庭を対象とする支援の拡充 

国は、ひとり親家庭が抱える様々な課題に対応するため、児童扶養手当の拡充のほか、就業

支援、養育費確保支援などを多面的に強化してきました。 

本市においても、国の流れを踏まえて、今後の自立支援施策を検討する必要があります。 

 

（６）こどもの意見の反映・こどもに向けた施策推進 

「こども基本法」や「こども大綱」を踏まえて、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その

意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるよう、ひとり親のこどもの気持ちに寄

り添い、意見を受け止めながら、施策を進めていくことが重要です。 

横浜市子どもの貧困 

対策に関する計画 
横浜市男女共同参画 

行動計画 

横浜市地域 

福祉保健計画 
横浜市子ども・子育

て支援事業計画 

横浜市ひとり親家庭自立支援計画 

横浜市中期計画 



2 
 

 

２ ひとり親家庭の現状と課題                               

「横浜市ひとり親世帯アンケート調査（令和５年度）」結果及びヒアリング調査の結果等を踏ま

え、次のとおり、ひとり親家庭の現状と課題を整理しました。 

 

（１） 子育てや生活支援  

ア 稼働収入については、「児童のいる世帯」750 万円に対して、母子家庭は 329 万円、父

子家庭は 661 万円となっています。 

イ ひとり親家庭の背景として、ＤＶや児童虐待、親またはこどもの疾病・障害などの複

合的な課題を抱えている場合もあるため、家庭の個別の事情に寄り添った相談支援や自

立の支援が必要です。 

 

（２） 就業の支援  

ア 本市のひとり親の就業率は高く、母子家庭が 89.8％、父子家庭が 93.0％となっていま

すが、母子家庭は 34.5％、父子家庭は 17.6％の方が、よりよい就労に向けて転職をした

いと考えています。 

イ  子育てと就労の両立を支援するためにも、親またはこどもの健康状態やこどもの年齢

に応じ、ワークライフバランスも視野に入れ、仕事に必要な知識や資格の取得支援な

ど、個々の状況に合わせたきめ細かな、伴走型の支援が求められています。 

 

（３） 経済的支援 

ア 家庭の現在の暮らし向きを尋ねたところ「大変苦しい」「やや苦しい」という回答が合 

計で 52.5％にのぼり、経済的支援はひとり親家庭の生活を守る大変重要な支援です。 

イ 児童扶養手当の支給に加えて、就業支援や養育費確保支援など、世帯収入の増加につ

ながる多面的な支援も求められています。 

 

（４）養育費確保の支援 

  ア 離婚等によりひとり親家庭となったこどものために支払われるべき養育費について、

「養育費の取り決めをしている」割合は、母子家庭が 52.3％、父子家庭が 36.3％と半数

近くの世帯で取り決めをしていません。 

  イ 相談・啓発の取組や養育費確保支援事業等の着実な実施により、ひとり親家庭の経済

的困窮を防ぎ、こどもの健やかな成長を後押しすることが求められています。 

 

（５）相談・情報提供 

  ア 「相談できる相手がいる」と回答した母子家庭は 63.5％、父子家庭は 42.3％となって

います。また、「相談相手が欲しい」と回答した母子家庭は 19.5％、父子家庭は 20.4％

となっています。 

  イ ＳＮＳ等を活用し、時間や場所にとらわれない相談支援及び交流支援を進めるほか、

様々な課題に対して必要な支援につなげることができるよう、相談支援体制を強化して

いく必要があります。 

 

（６）こどもへのサポート 

  ア 国の調査によると、ひとり親家庭のこどもの大学等進学率は、子育て世帯が 83.8％で

あるのに対して、ひとり親家庭では 65.3％となっています。 

  イ こどもからの相談に応えられる体制の整備や、貧困の連鎖を防ぎ、将来的に自立した

生活が送れるように生活及び学習の支援を行うことが必要です。 
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第３章 ひとり親家庭支援の基本方針 

社会的背景やひとり親家庭の現状と課題を踏まえ、計画を推進するにあたり、ひとり親家庭の

支援の基本方針を定めます。 

 

１ 基本理念                                      

ひとり親家庭の生活の安定・向上及びこどもたちの健やかな成長のため、個々の家庭に応じた

子育て、生活、就業の支援及びこどもへのサポートなど総合的な自立支援を進めます。  

 

２ 支援の視点                                      

（１）自立を支援する視点 

（２）こどもの視点 

（３）地域支援の視点 

  

３ 支援における取組の方向性                               

（１）積極的な情報提供と地域における自立支援の強化 

多くのひとり親が、ひとりで就労、家事、育児を行わざるを得ない状況にあることを踏ま

えて、子育て応援アプリ「パマトコ」での情報提供やＳＮＳ相談等を進めます。 

また、当事者同士の交流や仲間づくりを推進するとともに、支援機関・団体等が相互に連携

し、ひとり親家庭が地域の中で見守られながら、自立を目指していけるよう支援します。 

 

（２）こどもに対する直接的なサポートの充実と意見表明機会の提供 

親との離死別やＤＶ・児童虐待等により受けるこどもの心理的影響にも配慮しながら、貧

困の連鎖を防ぐための生活・学習支援や養育費の確保支援、こどもの希望を尊重したうえ 

での親子交流支援など、こどもの視点に立った、こどもへの支援を進めます。 

 

 

第４章 支援の具体的事業・取組 

支援の基本方針を踏まえ、次の６つを取組の柱として、具体的施策に取り組みます。 

 

取組の柱 主な事業・取組 

１ 子育てや生活支援 

ひとり親家庭が安心して子育てと就業の両

立ができるよう、多様な子育てや保育サービ

ス、適切な住環境の提供など、子育てや生活面

での支援を進め、生活の場の安定を図ります。 

・日常生活支援事業（ヘルパー派遣） 

・横浜子育てサポートシステム 

・市営住宅申込時の優遇 

・セーフティネット住宅 

・母子生活支援施設 

２ 就業の支援 

 雇用の不安定さの解消や収入アップのため

の転職など、個々の状況に合わせた、より安定

した就業形態での雇用を促進していきます。 

・ひとり親家庭等自立支援給付金事業 

・母子家庭等就業・自立支援センター事業 

・ジョブスポット 

３ 経済的支援  

児童扶養手当をはじめとする各種制度の着

実な実施により、生活の安定をはかります。 

・児童扶養手当 

・ひとり親家庭等医療費助成 

・就学援助 

・母子父子寡婦福祉資金の貸付 

・特別乗車券交付事業 

４ 養育費確保の支援 

養育費の確保が適切になされるよう、個別

相談や養育費確保に向けた啓発を強化すると

ともに、養育費の取り決め支援を行います。 

・法律相談 

・養育費についての広報・啓発 

・養育費確保支援事業 
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５ 相談機能や情報提供の充実 

ひとり親家庭のニーズに合った情報や支援

制度が、必要とする人に適時適切に届くよう、

相談機能や情報提供を充実させます。 

・区役所等における相談及び情報提供 

・離婚前相談 

・当事者同士の交流や仲間づくり 

６ こどもへのサポート 

こどもの視点に立ち、未来へ希望を持てる

支援を進めます。 

 

・ひとり親のこどもの相談支援 

・生活・学習支援事業 

・親子交流支援事業  

・こども食堂など地域の取組支援 

・こどもの意見を聴く取組の推進 

 

 

第５章 計画推進にあたっての指標 

本計画全体を統括的に把握する指標として、「第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画」にひ

とり親の自立支援の指標として設定予定の次の目標を掲げ、推進していきます。 

 

【指標１】就労の状況の把握 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 

ひとり親サポートよこはま等の支援により 

就労に至ったひとり親の数 
345 人/年 

1,800 人 

（５か年累計） 

 

【指標２】こどもへのサポートの状況の把握 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 

思春期接続期支援事業の事後アンケートで 

「将来の夢や就職について目標がある」と 

回答したこどもの割合 

68.1％ 70.0％ 

 

また、参考指標として、本市調査における以下の項目についても、目標を設定します。 

 

【参考指標】横浜市ひとり親世帯アンケート調査による把握 

目標 現状値（R5） 目標値（R11） 

就業率 90.6％ 92.8％ 

就業形態が正社員・正規職員の割合 57.4％ 66.2％ 

養育費の取り決め率 49.3％ 63.0％ 

養育費の受領率（「現在も受けている」） 30.9％ 40.0％ 

養育費の取り決めをしている場合の受領率 

（「現在も受けている」） 
59.4％ 70.0％ 
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募集期間：令和６年 10 ⽉ 17 ⽇（⽊）から令和６年 11 ⽉ 15 ⽇（⾦）まで 

 

第５期横浜市ひとり親家庭⾃⽴⽀援計画素案 
意⾒提出⽅法について                  
 

 
ご意⾒は、次のいずれかの⽅法でお寄せください。 
 

① 横浜市電⼦申請・
届出システム 

次の⼆次元バーコード⼜は本市ホームページ URL から 
アクセスし、ご⼊⼒ください。 
URL：https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/reside
nts/procedures/apply/c757793f-722d-42f7-8cfc-2c68beaf10af
/start 

② 電⼦メール kd-katei@city.yokohama.jp 
※件名に【意⾒募集】と⼊れてください。 

③ 郵送 
〒231-0005 横浜市中区本町６-50-10 
横浜市こども⻘少年局こども家庭課こども家庭係 
（郵送の場合は、11 ⽉ 15 ⽇消印有効とさせていただきます。） 

④ FAX 045-681-0925 
 
    提出にあたっては、次のことをご記⼊ください。 
  ① ⽒名 ② 住所（区名まで） ③ 年代 ④ 素案に対するご意⾒ 

※ 電⼦メール、ＦＡＸでお送りいただく場合も、① ⽒名、② 住所（区名まで）、③ 年代 ④ 素案 
に対するご意⾒のご記⼊をお願いします。 

● ご意⾒の提出に伴い取得したメールアドレス、ＦＡＸ番号等の個⼈情報は「個⼈情報の保護に関する
法律」の規定に従い適正に管理し、ご意⾒の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認の⽬的に限っ
て利⽤します。   

● いただいたご意⾒の概要とそれに対する本市の考え⽅をまとめ、後⽇、ホームページで公表します。 
ご意⾒への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。 

 なお、第三者の利益を害する恐れのあるものなど内容により公表しない場合があります。 

● ご意⾒を正確に把握する必要があるため、電話によるご意⾒は受け付けておりません。 
意⾒募集⽤資料の閲覧場所等                  
【概要版】：市⺠情報センター、区役所広報相談係で配布・閲覧 
【全体版】：こども⻘少年局こども家庭課で閲覧 
          市ホームページにも掲載しています。 
                  
お問合せ先 
 横浜市こども⻘少年局こども家庭課 

電話：045-671-2390  FAX：045-681-0925  E メール：kd-katei@city.yokohama.jp 

横浜市ひとり親家庭自立支援計画 検索 


